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2B24 先端科学技術における ， 清報 成果物の知的財産権 による保護 
一 情報成果物の 具体例からみた 検討 一 

0 田坂一朗 ( 東大先端 研 ) , 隅蔵 康一 ( 政策研究大学院大 ) , 渡部俊也 ( 東大先端 研 ) 

1 . 知的財産権 による情報の 保護 

知的財産権 の保護対象は、 財産的価値のあ る創造物であ る無体財産であ る。 無体財産は 

  情報であ るが、 その無体財産の 現実社会における 存在形態が有体物であ る無体財産と、 ， 清 

軸 であ る無体財産が 存在し得る 1) 。 

知的財産権 の保護対象は、 所有権 の保護対象であ る有体物とは 異なる情報としての 無体 

物であ る。 しかし、 現実の保護対象はアイデアなどの 情報が具現化された 有体物であ り、 

知的財産法は 歴史的に原則としてこれら 有体物の保護を 通して無体物の 保護を図るという 

構成をとってきた。 例えば、 特許法の保護対象は、 従来から原則的に 機械のような 有体物 

であ り、 表現という情報を 保護する著作権 法 2@ おいても保護の 対象となるのは、 元々 有 

体 物に固定された 著作物という 情報であ った。 

しかし、 科学技術の発展、 とくに情報技術の 発展により、 現実社会においては、 有体物 

の 成果物ばかりでなく、 無体物を対象とした 情報成果物も 数多く生み出されている   さら 

に、 科学技術の発展により 情報技術と融合した 新たな先端科学技術が 出現しており   竹葦手 艮 

成果物は今後とも 拡大し続けていく 3 吐 考えられる。 したがって、 先婦科学技術における 情報成果物の 保護のあ り方を検討し、 その保護法制を 設計することが 課題とされてい る 

2 . 先端科学技術における 情報成果物保護の 現状 

先端科学技術における 成果物は主に 特許法および 著作権 法の二大法体系により 保護され 

ている。 前述のように、 これらの知的財産法の 保護は、 原則的に有体物の 保護を通して 実 

現されてきた。 情報成果物に 対する保護は 元々は例外的なものであ ったが、 社会の発展と 

ともに、 また科学技術の 発展とともに、 次第に拡大されてきた。 

例えば、 特許法においては 現在、 方法の発明、 用途発明、 プロバラムなどとして 情報 成 

果物が保護されている。 しかし、 その保護方法は 、 物の発明に比較すれば、 実施行為を使 

用行為に限定する、 目的・用途を 限定して物の 実施行為に効力を 及ぼす 、 或いはハードウ 

エ ア要件を課して 物の効力を及ぼすなど 限定的なものとして、 有体物との結合に 応じて特 

許権 の強度の調整が 一応図られていると 考えられる 4) 。 

著作権 法においては 現在、 情報成果物としてのプロバラムおよびデータベー ス がその 保 

護の対象とされている。 しかし、 著作権 法で保護の対象となるのは、 これら情報成果物の 

アイデアや機能ではなく、 原則的にはその 表現の部分であ るとされている。 そこで、 著作 

物でない情報成果物の 保護のために、 例外的に特別法による 保護が図られている。 具体的 

には、 半導体集積回路の 回路配置に関する 法律により、 半導体集積回路のレイアウトが 保 

護の対象とされている。 

3 . 先端科学技術における 情報成果物の 実際 例 
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先端科学技術においては、 新しい情報成果物が 出現しており、 その度にその 保護のあ り 

方が検討されてきた。 ヒト遺伝子配列の 完全解析後のプロテオーム 研究では、 タンパク質 

立体構造情報は 重要な意味をもっ。 この情報の保護については、 特許法によ る 保護が困難 

とされ 5) 、 知的財産法による 保護方法について 模索が続けられている。 

今後出現してくるであ ろう科学技術成果物を 予想し、 その保護のあ り方の方向性、 必要 

な場合にはその 制度設計を長期的な 視点から準備することは、 新しい産業の 発展に決定的 

な 意義をもってくると 考えられる。 将来の科学技術の 成果物やその 分類は困難であ ること 

は前提にした 上で、 次に、 バイオテクノロジー 技術を中心に、 バイオインフォマティクス、 

タンパク質姉次元構造解析、 パスウェイ解析、 相互作用解析、 、 ンミュレーション 角午柑 千など 

の成果物について、 その情報成果物を 検討した。 

1 ) バイオインフォマティク ス 

バイオインフォマティク ス は、 おもに D NA 配列解析、 データベース 構築およびデータ 

マイニンバ、 オントロジ一など、 情報学に基づいたデータ 解析手法の開発および 研究分野 

をい う 6) 。 ホモ 木 ロジー検索、 E S T クラスタリング、 エクソン予測など 解析手法が代表 

的なものであ り、 成果物は主にアルゴリズムを 含むプロバラムであ る。 

2 ) タンパク質立体構造解析 

X 線解析や NMR 解析により得られたタンパク 質の三次元情報解析では、 タンパク質や 

その部分構造であ るファルマコフォアの 三次元構造座標           タ 三次元構造データを 用 い 

た 結合性化合物のスクリーニンバ 方法、 三次元構造情報から 抽出されたアルゴリズムを 用 

いたプロバラムなどが、 その情報成果物として 考えられる。 

3 ) 相互作用解析 

遺伝子やタンパク 質そのものの 構造や機能が 解明されれば、 次にはそれらの 相互作用を 

解析することにより、 より生体の理解を 深めることが 可能となる。 D NA マイクロアレイ 

解析やトランスクリプト 一ム解析から、 遺伝子発現の 相互作用情報がもたらされる。 また、 

酵母や動物細胞の Two 一 Hybrid 法により、 タンパク質 一 遺伝子間の相互作用やタンパク 

質 一 タンパク質間の 相互作用情報を 得ることができる。 相互作用解析では、 相互作用分子 

間の ネットワークに 関するデータ、 結合構造データ、 新たな検査方法、 相互作用に影響を 

与える物質のスクリーニンバ 方法などの情報成果物が 得られる。 

4 ) パスウェイ解析 

パスウェイ解析の 対象としては、 転写制御 ネ、 ッ トワーク、 代謝回路、 シグナル伝達回路 

などを挙げることができる   これらを対象とした 研究では、 パスウェイ解析データが 情報 

成果物として 得られる 6) 。 パスウェイ解析や 前述の相互作用解析は、 システムバイオロ ジ 

一の研究対象の 一つでもあ る。 システムバイオロジーは、 生体内のシグナル 伝達や遺伝子 

ネ、 ッ トワークを制御工学的なシステムとして 捉え、 生命を " システム " として理解するこ 

とを目的とした 生物学の一分野であ る 6) 。 

パスウェイ解析データを 用いたシステムバイオロジー 研究では、 対象パスウェイのシミ 

コレーション 情報が得られ、 疾病の治療方法、 未知の伝達経路情報、 パスウェイ構成 物の 

機能情報などの 情報成果物が 得られる。 

5 ) シミュレーション 解析 

情報技術は様々な 分野の先端科学技術と 結合・融合し、 シミュレーション 解析はあ らゆ 
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る 分野で用いられるだろう。 実際に物を作ることが 容易でない場合やシミュレーション 技 

術が大きな発展を 遂げた場合には、 シミュレーション 解析の情報成果物が、 実際の物と同 

様な取り扱いを 受けることもあ り得る。 

これらの情報成果物としては、 例えば、 人工タンパク 質・遺伝子、 人工材料、 分子マシ 

一ン 、 人工臓器、 バーチャル細胞・ 動物、 バ一 チ ヤル・リアリティ 解析など数多くのもの 

を挙げることができる。 また、 In silico スクリーニンバ ( バーチャルスクリーニンバとも 

い う 3)) の化合物スクリーニンバも 一種の化合物シミュレーションであ る。 

人工臓器のシミュレーションでは、 臓器機能シミュレーション ，プロバラムや 人工臓器 

設計データなどが 情報成果物として 得られる。 この分野では、 シミュレーション 研究を行 

う大学やべンチャーと 実際の人工臓器作製を 行う企業とが 分離している 場合が多く、 上流 

の 研究や事業の 保護の要請が 存在する 7) 。 

また、 分子マシーンにおいては、 精密な構造情報、 機能情報、 機能に関わる 精密な構造 

情報、 シミュレーション、 実験的検証と 多くの段階の 研究・開発が 必要であ り、 構造・機 

能 ・相関データ、 シミュレーション 情報、 シミュレーション・ プロバラムなどの 情報成果 

物 が得られる 8) 。 

4 . 先端科学技術における 情報成果物の 態様 

以上のように、 実際の先端科学技術における 情報成果物を 検討してみると、 方法、 アル 

ゴリズム 一 プロバラム、 データがその 主な態様であ ることがわかる。 したがって、 情報成 

果物の保護にあ たっては、 これらの保護の 現状と課題、 そしてその保護のあ り方を検討す 

ることが必要になると 考えられる。 

まず、 これらの情報の 階層性と類型について 検討する。 情報の最上位階層の 概念として 

は、 アイデア や プロット 、 すねね ち、 技術的思想や 芸術的思想があ る。 これらが、 現実に 

具現化されたものが、 方法、 アルゴリズム 一 プロバラム、 データなどの 情報成果物、 有体 

物成果物、 著作物などであ る。 これらの中間の 階層に位置する 概念であ る理論・定理・ 公 

式などは、 一つの具現化された 表現であ っても知的財産権 の対象とはなりえないものと 考 

えられ、 ここに知的財産権 の対象物の境界線を 引くことができると 考えられる。 

方法は機能的情報であ り、 特許法の保護対象とはなりえても 著作権 の保護対象ではない。 

アルゴリズム 一 プロバラムは 同様に機能的情報であ るが、 その一側面であ るソースコード 

は 著作物性を有しているため、 特許法と著作権 法の保護対象となり 得る。 一方、 データは 

事実的情報 9) であ り、 単なる情報の 提示として特許法の 保護対象とは 現状ではなり 得ない。 

また、 創作性が存在するか 否かで、 著作物となり 得る場合となり 得ない場合があ る。 した 

がって、 創作性のあ るデータは著作権 法の保護対象であ り得るが、 そうでないものは 保護 

対象となり得ない。 

5 . 先端科学技術における 情報成果物の 知的財産権 に よ る保護の課題 以上の情報成果物の 3 態様に沿って、 知的財産権 による保護の 課題を検討す る 

1 ) 方法 

情報成果物としての 方法は、 特許法における 方法の発明として、 また い わゆる用途発明 

として保護されている。 方法の発明では 実施行為が使用行為に 限定されているが、 用途 発 
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明 では限定的ながら 物の効力が及ぶため、 これらの効力の 不均衡という 問題点があ る。 有 

体物との結合に 応じて限定的に 物の効力をもたせるという 手法を 、 例えばスクリーニンバ 

方法の発明に 適用できるかが 課題となるの。 

また、 物に係わる情報成果物として、 第一用途特許と 第二用途特許の 効力の不均衡の 間 

題 、 物に重畳的に 権 利が重複する 問題も存在する。 これらの問題は、 遺伝子・タンパク 質 

など今後の研究成果物においてますます 顕著になると 考えられ、 物質特許における 効力を 

情報成果物に 応じて重み付けし、 例えば特定用途へ 効力を限定するなどの 保護の仕方を 考 

える必要があ る。 

2 ) アルゴリズム 一 プロバラム 

これらの情報成果物は、 アイデアの部分は 物として特許法で、 表現の部分は 著作権 法で 

保護されている。 情報的側面の 大きいアルゴリズム 一 プロバラムに 物と同様の効力を 及ぼ 

すことの弊害やデータとの 境界の線引きの 課題が指摘されている 2) 。 

3 ) データ 

データは著作物であ るものを除き、 現状では特許法および 著作権 法のいずれの 保護対象 

でもない。 情報に特許権 と同様の絶対的独占種の 効力を及ぼすと 弊害が大きくなると 考え 

られ、 特許権 よりも効力を 限定した権 利、 または相対的独占権 を前提とした 著作権 的な 権 

利の創設を考えることが 必要であ る。 

近年、 デジタル・コンテンツの 超流通やコピーマート 流通が提唱され、 コピーマート 流 

通の応用例として 化学物質、 システム L S I などの科学技術成果物も 対象として研究がす 

すめられている 10) 。 科学技術成果物としてのデータが 将来、 デジタル・コンテンツとして 

流通する可能性は 高い。 この場合、 データが著作物であ れば著作権 による保護を 受けられ 

るが、 そうでな い データをその 性質に応じた 独自立法を考えて 保護を図る必、 要性があ ると 

考えられる。 例えば、 タンパク質姉次元構造情報のコピーマート 流通と独自立法による 保 

護 が提案されている 3) 。 
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